
 

 

■はじめに 

   「ぎふ清流ＧＡＰ評価制度」は、令和６年度から新たな評価規準２０２３による評価が

開始され、令和６年１０月末までに 14件の農場評価を実施しました。 

評価規準２０２３に新たに追加された評価項目については、ほとんどの農場で取組ま

れていますが、内容が一部変更された評価項目については、取組みが不十分な農場

が見受けられます。中でも廃棄物管理に関する評価項目に追加された「周辺への影響」

については、リスク検討がされていない、検討した結果が記録されていない等のケー

スが見受けられましたので、今回特集します。 

 

■トピックス  ～廃棄物管理 「周辺への影響」～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぎふ清流ＧＡＰ評価制度の申請期限が近づいています！ 

➢ 申請期間（新規、更新、変更）は、４～12月です。 

➢ 令和３年度に登録された方は、有効期限が令和７年３月末までです。 

更新希望の場合、令和６年 12月末までに申請する必要があります。 

➢ 締め切り間際は、申請が集中することが予想されます。早めに申請いただく

と農場評価がご希望の日程で調整しやすくなります。 

【評価項目 全 4.5.1】 ＊下線部は追加された内容 
農場内から排出される可能性のある廃棄物、汚染源、その他周辺への影響（騒音、

振動、悪臭、煙、埃、有害物質の飛散、流出など）について特定し、農場から出る廃棄
物や汚染源の管理計画を立て、適切な廃棄手段を文書化し、適切に管理している。 

⚫ 農業を継続するためには、周
辺の方々の理解が必須です。 

⚫ トラクターの振動や草刈機の騒
音、野焼きの煙、残渣の悪臭
等、周辺の迷惑となっていない
か把握することが大切です。 

⚫ 周辺への影響が考えられる場
合は、トラブル回避のため、対
策を検討しましょう。 



■ＧＡＰでの重要な視点（廃棄物管理 「周辺への影響」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事例紹介＞廃棄物管理計画書 

農場から排出される廃棄物及び周辺への影響について管理計画を立て、廃棄手段や

対策を具体化します。「廃棄物」と「周辺への影響」に区分して管理計画を立てると分かり

やすいです。 

 

考え方 

ぎふ清流ＧＡＰ評価制度では、廃棄物管理計画書を作成して、廃棄物を

適切に管理していることが要求されます。計画書には、廃プラスチック等の廃

棄物の他、農場内から排出される可能性のある「周辺への影響」についても

要因を特定し、軽減対策等について記載します。 

廃棄物管理計画書を作成する際の要点を教えてください。 
「周辺への影響」とは、何についてどのように記載すればよいの
でしょうか。 

まずは自分の農場が、騒音、振動、悪臭、煙、埃、有害物質の飛散・
流出等により周辺へ影響を及ぼしていないか検討します。 
検討の結果、影響が想定される要因については、軽減対策や対応策

を記載します。対策不要と判断した場合も検討した内容を記録として
残してください。 


